
 富士市まちづくり活動推進計画 地区説明会 質問・意見事項 
 
 計画全般  
・地区説明から出た意見を踏まえて、今後計画をどのように修正するのか。 
・町内会から市への要望事項については、どうなるのか。 
・具体的に、なにをしたらよいか分からない。 
・平成 23 年 11 月の議会報告以降、計画の説明が無かったが。 
・計画に対する意見を文書で提出すれば、回答はもらえるのか。 

 
第２章 計画策定の目的など  
第１節 計画策定の目的 
・この計画の真の目的は。 
・各地区のメリットは何か。 
・更なるまちづくりの活性化とは、どういうイメージか。 
・なぜ今変えなければいけないのか。メリットは。 

 
第２節 計画策定の位置づけ 
・第五次総合計画に本計画の位置づけがない。 

 
第３節 計画の策定体制 
・行政内部で各課の調整は取れているのか。関係部署には話は通っているのか。 
・地域の人の声を反映させて計画策定をしたのか。 
・なぜ、計画を策定する前に、地区の実情を把握するために、地区別説明会を開催しな
かったのか。この計画は、地区の実情を反映していない。 

・懇話会をもっとしっかりやって計画策定をしてほしい。 
・計画を策定する前に、地区役員への説明が無い。行政からの押し付けではないか。 
・福祉推進会、女性ネットワークなど、関係団体に公の会合で伝えたことはあるか。 

 
第５章 基本計画  
第１節 活動実施体制 
①活動実施体制全般 
・力こぶといっても地域のどういう姿を目指しているのか分からない。地域の将来的な
姿が見えない。 

・行政が支援をするというが、何を支援するか分からない。 
・全国の事例（成功例・失敗例）を示してほしい。 
・２年間でやれというのは無理があるのではないか。 
・２年間でまちづくり協議会を立ち上げるということなのか。 
・2年間で組織を作る意味は何か。 
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・若い人がこの土地で頑張りたい、やってきてよかったと思うような組織作りをしてい
かなければいけない。 

・モデル地区を作ることはできないか。 
・あえて組織の一本化をする意図は何なのか。 
・新しい組織を作るメリットは。 
・まちづくり協議会は、市の業務の下請け組織か。 
・全てが解体され、新しい組織にすることが市の規定路線か。 
・26 地区全てで同じ組織を作るつもりか。地区によって違いがあってもよいのか。 
・まちづくり協議会は、今のまちづくり推進会議と全然変わらないのではないか。 
・まちづくり協議会に移行すると、役員の数は減るのか。 
・役員が減り、参加する人が少なくなっても、活性化といえるのか。 
・各地域での組織とソフトがどういう姿なのかが一番知りたい。作った体制がどういっ
た活動をし、地域住民に還元するのかにつながると思うが、何か例示はあるのか。 

・だれが中心となって取組むのか。 
・どの程度の専門性、能力、知識・経験でやったらできるのか論議はされているのか。
我々はボランティアでやっているので、能力を持っていない。 

・ガチガチの組織を作って専門職でなければ務まらない。 
・取組まなくてよいという選択肢はあるのか。 
・各役員の役がダブって、仕事が増えるだけ。 
・まちづくり協議会の役員は、どういう形で維持していくのか。 
・あまりにも大きい組織を作るのはいかがなものか。 
・これだけの大きい組織をどのような役員構成で担っていくのか。 
・新しい組織に移行するのは、必須的なものか。 
・現行の組織の中でやっていったほうが、機能的・効果的ではないかと判断した場合は、
やらなくてもよいのか。 
・組織を分解することで、市にメリットがあるのか。 
 
②町内会の問題 
・町内会を変えていこうということなのか。 
・まちづくり協議会と町内会との関係は。 
・総務企画部門と活動実行部門の両方に町内会長は参画するのか。 
 
③生涯学習推進会の問題 
・生涯学習推進会はなくなるのか。 
・まちづくり推進会議の下に、町内会長や生涯学習推進会をぶら下げるだけでよいので
はないか。 

・生涯学習推進会の会長も総務企画部門に入った場合、何の部長になるのか。体育部長
や成人教育部長が企画に入った時に生涯学習推進会の会長はどういう立場になるの
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か。 
・体育祭、文化祭の費用は生涯学習推進会で出し、事業はまちづくり協議会で行うこと
ができるのか。 

・まちづくり協議会の各部会は、生涯学習推進会の専門部とかなり重なっているが、生
涯学習推進会はどうなるのか。活動のイメージがわかない。 

 
④地区福祉推進会の問題 
・福祉部会として福祉案系の活動をしている団体を一つにまとめるのか。 
・福祉推進会は、福祉部会に入るのか。何をするのか。 
・協議会を作るとなると協議会の組織と福祉の組織の二つの組織ができることになる。
これを一つにするのか。社会福祉協議会には話をしているのか。 

 
⑤地区団体全般の問題 
・民生委員は国から活動費が支出されているので、一括化は無理。 
・交番の所管エリア、消防団など、地区のエリアと一致しない地区団体活動もあるが。 
・地域安全推進員など、市から委嘱をされていない団体も統合の対象となるのか。 
・各地区団体の活動を同じ方向に向けといわれても無理。 
・推進会議の下にぶら下がっている各部長はどうなるのか。 
・違う組織の連携・調整をどのようにとるのか。 
・各地区団体間で活動及び報酬などで差があるが、どうなるのか。 
・各団体の予算は統合しないということでよいか。 
・上部団体がある縦組織のある団体との連携はどうなるのか。 
・個々の団体が継続して活動していくならば、新しい組織を作る意味が無い。 
・全ての団体を再編して改めて組織を作れば役員が一人で済みすっきりするのではない
か。 

・すべての団体にとってただ仕事が増えるだけだ。 
・まちづくり協議会の中で、現状の各種地区団体がどうなるのか、分かりにくい。 
 
⑥部会制に関する問題 
・活動実行部門がたくさんあるが、ほぼ常駐でないと無理。 
・企画部門と実行部門で軋轢の生じることが予想できる。 
・総務企画部門が企画したものを、活動実行部門に投げても人は動かない。 
・企画と実行を分けることにより、活動が幅広くなってしまって難しくならないか。実
行部門と総務企画部門との間で、乖離・ギャップが生じないか。 

・部会の記述が漠然としている。 
・役員会、理事会の構成をどうするのか。 
・各部会にはどのような団体が参画するのか、例示がほしい。 
・部会の構成は地区が自由に決められるのか。 
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・統合できる団体とできない団体を、ひとつの部会のメンバーとして扱ってよいのか。 
 
⑦まちづくり協議会会長に関する問題 
・会長が何も知らないうちに部会が事業が勝手に動いていってしまうのは、良くないと
思う。会長が、全権を把握しているわけでなく、ある程度、会長がトップをとって事
業を進めることがベストであると思う。 

・会長は相当力のある人でないと務まらない。会長の負担が大きい。常勤でなければで
きない。 

・会長に対する報酬はどうするのか。 
・まちづくり協議会では、どこが一番上になるのか。誰が会長になるのか。 
 
⑧会計に関する問題 
・会計の事務量が膨大になる。 
・会計等の選任はどうするのか。 
・包括的な補助金が導入されると扱う金額が大きくなる。会計事務はまちづくりセンタ
ー職員が行ってほしい。 

 
⑨事務局に関する問題 
・事務局は、行政にやってもらわないと難しい。 
・事務局は将来的にＮＰＯにしなければいけないのか。 
・事務局員を雇うというが、いくらかかるのか。 
・事務局はまちづくりセンターに押し付けるのか。 
・まちづくりセンター職員を増員することはできないか。 
・まちづくりセンターが中心になってリードしなければできない。 
 
⑩地区別行動計画に関する問題 
・祭りはパワーを持っており、この力を行政にももっと活用すべき。まつりをどのよう
に位置づけていくのか。 

・地区役員が１～２年交代なので、将来的な目指すべき地区像を描けといわれても、検
討できない。 

 
⑪包括的な補助金制度 
・どの程度予算は確保できるのか。 
・補助金は増えるのか、減るのか。 
・予算要求、執行、配分に地区はどう取組むのか。 
・行政の予算はどこに入るのか。 
・地区イベントを行う際には、金はどこから出てくるのか。地区団体の資金を使えない
場合は、どうするのか。 
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・補助金欲しさに新たな組織を作ることもありうるのではないか。 
・補助金を減らしたいだけではないのか。 
・声の大きい団体が、包括補助金を多く取ることにならないか。 
・ボランティアの住民が予算の配分をするのは難しい。 
・個々の地区団体にどのくらいの補助金がでているのか明示したほうが分かりやすい。 
・補助金を一本化すると、行政の担当課はどこになるのか。 
・地区の規模によって補助金をどうするのか示されていない。 
・子ども会への補助金も包括補助金の中に含まれるのか。 
・包括的補助金は導入しないほうがよい。 
・組織が大きくなればお金もそれだけ必要。 
・各町内会で集金している自主財源は、包括的な補助金が導入されるとどうなるのか。 
・補助金の流用というが、声の大きい団体が多くの予算を獲得することにならないか。 
 
⑫地域コミュニティを推進する条例の制定 
・条例制定をすると、がちがちになりやりづらい。 
 
第２節 ひとづくり 
①人材育成・発掘 
・人材育成して人材が出てこないとできないのではないか。 
・役員のなり手がいない。 
・若い人はなかなか探すのが大変。 
・若い人をターゲットにして人材育成をしないといけない。 
・計画で示している人材育成では、役員のなり手不足は解消できない。 
・本当の人材育成は、リーダーシップを執れる人を育てることではないか。 
・まちづくりの専門部で若い世代を育成して、身体で覚えてもらうのも一つの方法だ。 
・啓蒙活動が必要。 
・人材育成事業に人は集まるのか。 
・人材育成事業を地区に落としてうまくいくのか。 
・地区役員は任期が短いため、教育が追いつかない。 
・年 3回の人材育成では、人材不足という面で追いつかない。 
 
②市職員の参画推進 
・市職員に牽引してもらわないと無理。 
・市職員が地区団体活動に所属しているのに、出席しない。 
 
第３節 活動の場・連携 
・まちづくりセンターは活動時間に制約がある。センター以外に地区の部屋がほしい。 
・まちづくりセンターに地区の仕事をする人を置いてほしい。 
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・行政、市職員は、これまでの何倍支援するのか。 
 

その他  
・町内会未加入者に対して、市は何も手立てをしていない。 
・コンビニエンスストアーで、広報の配布をするのはおかしい。 
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まちづくり活動推進計画地区説明会 

 

Ｑ ＆ Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計画全体についてのＱ＆Ａと、計画の内容に沿ったＱ＆Ａで 

構成されています
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★計画全体についてのＱ＆Ａ★ 

 

Ｑ１：説明会で出たいろいろな意見を参考に、これから計画の内容を変更する

ことはありますか？ 

 

Ａ１：この計画が目指すのは、基本指針にあるように「社会情勢の変化に柔軟

に対応できる、足腰の強い、将来にわたって持続可能な地域コミュニテ

ィづくり」です。 

これについては、変わることはありませんし、地区のみなさんと同じ認識

を持っていきます。ただ、そこにたどり着くまでには、みなさんの声を聞

きながら、取り入れるべきものについては取り入れ、よりよいまちづくり

活動ができるための計画にしていきたいと考えています。 

 

 

 

★第１章 計画策定の背景 について★ 

 

第１節 地域コミュニティを巡る動き 

 

Ｑ２：少子化や高齢化が進むことは、まちづくり活動にどのような影響があり

ますか？ 

 

Ａ２：人口が減ることによって、町内会や地区の組織を今の状態で維持してい

くことが難しくなります。お年寄りの方が増えると、輪番制の地区では、

お年寄りの方が活動を担い、その役割を続けることが大変になると思わ

れます。また、子どもが減ると、子供会やＰＴＡ活動などの子どもを通

じた地区住民のつながりが薄れることが考えられます。しかしその一方

で、お年寄り世帯の見守り活動や、子育て支援など、地域の活動に期待

される役割も増えていきます。 
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Ｑ３：ライフスタイルが多様化すること（核家族化やマンションの増加など）

によって、まちづくり活動はどのように変わりますか？ 

Ａ３：アパート、マンションの建設が進み、富士市においても都市化が進んで

いますが、隣近所との付き合いや地域の絆が薄れて、このままでは、町

内会に加入する人が減ったり、まちづくり活動に参加する住民が減って

しまうことが考えられます。 

 

 

Ｑ４：富士市における「新しい公共」ってどういうものですか？それを進める

にはどうすればいいのでしょうか？ 

Ａ４：「新しい公共」は、公共的な活動を県や市（行政）だけが担うのではなく、

地域コミュニティをはじめとして、企業などの事業者や、ＮＰＯなどの

市民活動団体など、それぞれが、それぞれの特性を活かしながら、公共

的な活動を担っていくことです。 

富士市においても、それぞれの担当部署で、それぞれの活動を促進する施

策を進めています。地域コミュニティについても、この計画の中で、まち

づくり活動の重要性を明確にし、再確認しています。 

 

 

第２節 国の動き 

 

Ｑ５：旧富士川町との合併時には、どのようにまちづくり活動について調整が

されましたか？合併してからは、富士川・松野地区（旧富士川町）にお

けるまちづくり活動の状況はうまく進んでいますか？ 

 

Ａ５：富士川町と合併する時には、富士市の方式のコミュニティ活動を導入し

ていただくことを十分に説明し、まちづくり推進会議や生涯学習推進会

などを立ち上げていただきました。現在では、文化祭、体育祭、ウォー

キングなど、まちづくり活動がうまく進んでいると聞いています。これ

から、さらに充実したまちづくり活動を進めるため、この計画の趣旨に

ついて、ご理解いただきたいと考えています。 
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第３節 東日本大震災―「絆」― 

 

Ｑ６：東日本大震災と静岡県東部地震のあと、富士市のまちづくり活動に対す

る意識はどう変わりましたか？それは、今回の計画にどう反映されてい

ますか？ 

 

Ａ６：以前から富士市では、東海地震に備えるために、ほとんどすべての町内

会で自主防災会が組織されているなど、とても高い防災意識を持ってい

ます。しかし、これらの震災をきっかけに、さらに防災意識が高まり、

地域の絆や、地域コミュニティの大切さが再認識されています。この計

画の中でも、新しいまちづくり組織の中に、防災部会を立ち上げること

を提示していますが、これからのまちづくり活動の中でも、とても重要

な分野だと考えています。 

 

 

★第２章 計画策定の目的など について★ 

 

第１節 計画策定の目的 

 

Ｑ７：この計画を策定した目的やきっかけが、よく分かりません。なぜ、今、

地区のまちづくり組織について、見直す必要があるのでしょうか？また、

見直すことで、どんなメリットがありますか？ 

 

Ａ７：富士市のまちづくり活動は、各地区で活発に行われており、長い歴史を

持つまちづくり推進会議や生涯学習推進会など、その活動は誇れるもの

です。ただ、計画で示したように、課題があることは間違いありません。

これから、人口減少や自治体の広域化により、急激な社会情勢の変化な

どが考えられるため、活動が活発な今だからこそ、あらためて今の活動

を見つめ直し、柔軟で、持続可能なまちづくり活動について考えなけれ

ばいけない時が来ています。地区にお住まいのみなさんにも、改めてご

自分の住んでいる地区の活動について考えるきっかけになるのではない

かと考えます。 
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第２節 計画の位置づけ 

 

Ｑ８：この計画は、富士市の他の計画と、どのように関連していますか？ 

 

Ａ８：この計画は、「第五次富士市総合計画」を基本的な計画とする個別の計画

として位置づけています。また、富士市の行政経営全般にわたり変革を

進める計画である「第２次富士市行政経営プラン」の基本方針を軸に、

行政と地域コミュニティとのかかわり方、協働のあり方について、基本

的な指針と具体的な方策を示しています。 

「第五次富士市総合計画」では、基本計画の第７章「都市経営（市民と創

る新たなまち）」第１節「市民主役都市」の中で、めざす姿を「市民力、

地域力を活かした市民主体のまち」とし、基本方針で「地域組織の育成や

活動への支援などに努め、地域コミュニティの充実と活性化を図ります。」

としています。 

 

 

第３節 計画の策定体制 

 

Ｑ９：まちづくり活動活性化懇話会で、計画内容について検討を行ったとのこ

とですが、その説明は十分だったのでしょうか？今、まちづくり活動を

頑張っている多くの市民からは、意見を聴いたのでしょうか？また、各

地区団体には、どれくらい説明をしましたか？ 

 

Ａ９：懇話会は、大学の教授や専門家の有識者、町内会連合会や生涯学習推進

会などの地区団体の代表者、事業者やＮＰＯの代表者が関わりました。

また、町内会連合会や生涯学習推進会連合会の各地区の会長が集まる会

議で、計画の内容について中間報告を行い、ご意見を伺いました。しか

し、その他の地区団体のみなさんへは、十分な説明を行ってきたとはい

えません。地区説明会において、各地区団体のみなさんのご意見を伺う

ともに、分からない点については、まちづくり課やまちづくりセンター

にお問い合わせいただき、いろいろな団体のみなさんに、計画に対して

の理解を深めていただきたいと考えます。 
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Ｑ10：地区説明を開催したとき、地区はどのような反応を示したのでしょう

か？ 

 

Ａ10：市内２６地区、各地区の活動の状況や抱える課題はいろいろあるため、

それぞれの地区ごとに様々な反応がありました。まちづくり活動の主体

は、地区住民のみなさんですので、今後も計画の内容を丁寧に説明して、

市とみなさんが同じ認識を持った上で、各地区の状況に合った形の協議

会を導入していってほしいと考えています。 

 

 

Ｑ11：富士市まちづくり活動活性化懇話会で各種団体から意見を聞いたとのこ

とですが、委員の選考に問題はなかったのでしょうか？実際にまちづく

り活動を行っている団体は、どれくらいいたのでしょうか？ 

 

A11：富士市まちづくり活動推進計画は、様々な視点で、今後の富士市のまち

づくり活動の将来像を検討しました。委員の選考については、多方面に

わたる委員を選びました。有識者２名、関係団体６名（町内会連合会、

生涯学習推進会、民生児童委員協議会、子ども会、青年会議所、ＮＰＯ

協議会）、市民公募２名の合計１０名です。それぞれの分野で、計画の策

定について、ご意見をいただきました。また、その審議の内容について

は、富士市のウェブサイトに記載させていただいております。 

 

 

Q12：市役所の中で、他の課との連携は取れていますか？地区のいろいろな団

体が関連する部署とは話ができていますか？ 

A12：この計画を推進していくにあたり、市役所の中でも、関係する２５課で

構成する「まちづくり活動推進計画庁内推進委員会」を立ち上げ、計画

の推進について、各課で調整をしています。 
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Q13：この計画を作るにあたって、なぜもっと地域に入って、地域の声を聞き、

計画に反映させなかったのでしょうか？地域の実情を反映していない計

画のように思えます。 

 

Ａ13：富士市まちづくり活動推進計画を策定するにあたり、各種調査を行い、

市民の皆様の声をお聞きしております。（以下、＜参考＞を参照） 

しかし、各地区への説明は、計画策定後の平成２４年度から行っており、

地区のみなさんの声を汲み取れたとは言い切れません。地区説明会での

計画に対するご意見を聴き、計画の推進について、取り入れるべきもの

は取り入れていきたいと考えています。 

 

＜参考＞ 

・世論調査 

調査名：第 37 回世論調査 

調査内容：「富士市の将来」・「自治会・地域コミュニティ活動」について 

調査対象：富士市在住の満 20 歳以上の男女 

標本数：3,000 人 

調査方法：郵送調査 

調査期間：平成 20 年 6 月 13 日～6 月 27 日 

回収結果：回収数 1,795 人 

有効回収数 1,791 人 

 

・地区団体役員アンケート 

調査名：地区まちづくり活動実態調査 

調査期間：平成 21 年 9 月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日 

調査対象：町内会（区）長、生涯学習推進会（会長、副会長、部長）、まちづ

くり推進会議構成団体代表者（交通安全協会、交通安全指導員、

地域安全推進員、福祉推進会、民生委員児童委員協議会、小中学

校 PTA,子ども会、花の会、女性ネットワーク（女性の会）、健康

推進員、保護司会、悠容クラブ、放課後児童クラブ運営委員会、

消防団、体育指導員、青少年指導員、緑化指導員、男女共同参画

推進員 ほか） 

調査表回収数：399 名（1 地区平均 15.3 件） 
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・市民ワークショップ 

開催日： 

第１回 平成 22 年 7 月 31 日（土） 

   平成 22 年 8 月 1 日（日） 

第２回 平成 22 年 10 月 2 日（土） 

    平成 22 年 10 月 3 日（日） 

参加者：地域の力こぶ up ふじワクワクまちづくり塾 2009、2010 参加者 

    市民公募による参加者、地区団体代表者  合計 72 名 

意見数：第 1 回 414 件、第 2 回 411 件 合計 825 件 

 

第４節 用語の定義 

 

Ｑ14：この計画の対象は、「地区」を単位としたまちづくり活動とのことです

が、町内会・区を単位とした、小さい範囲を対象とした活動も大切だと

考えます。その方向性についてはどのように考えますか？ 

 

Ａ14：富士市内には、おおむね小学校区を単位とした２６地区の中に、３８６

の町内会・区が組織されています。冠婚葬祭や氏神の管理などの伝統行

事、または日常の清掃活動など、より日常生活に密着した活動が行われ

ています。長い歴史もあり、市や県とは直接関係のない活動も行われて

いるため、その自主性を尊重するために、この計画の対象としていませ

んが、地区委員制度など、市と関係する部分もあるので、課題が出た時

に検討していきたいと思います。 
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★第５章 基本計画 について★ 

 

第１節 活動実施体制 

 

①  活動実施体制全般 

 

Ｑ15：どのような地区の将来像を目指しているのでしょうか？。 

 

Ａ15：新しい『まちづくり協議会』では、部会制を取り入れることを提案して

います。具体的には、地区のまちづくり活動を全体的に総括し、計画的

に推進していく「総務・企画部門」と、実際の事業を実施する「活動・

実行部門」に分けて、地区全体の活動を調整できる組織体制とします。

活動・実行部門では、地区の特性や状況に応じて、部会を構成し、その

部会を通じて、各種地区団体が横の連携を取りながら関係を深め、情報

を共有しながら、まちづくり活動を実施します。 

 

 

Ｑ16：新しいまちづくり組織に再編すると、今のまちづくり推進会議はどうな

りますか？ 

 

Ａ16：今のまちづくり推進会議は、設立してから 30 年が経過し、その組織の

構成や事業の内容は、それぞれの地区の状況に合わせて様々です。ただ、

どの地区においても、いろいろな地区団体の役員が参画していただいて

いるので、新しいまちづくり組織は、今のまちづくり推進会議が母体と

なり、発展的に「まちづくり協議会」へ移行していくものと考えていま

す。この計画を説明し、新しい組織について議論していただくのも、ま

ちづくり推進会議の場だと思っています。 
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Ｑ17：新しいまちづくり組織について、すでに取り組んでいる市はあります

か？あるとすれば、新しい組織を作った効果はありましたか？ 

 

Ａ17：国の総務省で設置した「新しいコミュニティのあり方研究会」の報告書

で示されているコミュニティのモデルを参考にしています。また、福岡

県北九州市でも、部会制を取り入れたまちづくり組織や包括的な補助金

制度を導入しており、それも参考にしました。制度を導入するメリット・

デメリットについても、北九州市を参考にしています。 

 

 

Ｑ18：新しいまちづくり組織に移行していくのに、２年間という期間だと短い

のではないでしょうか？ 

 

Ａ18：新しい組織に移行するための準備期間を、最初は１年で考えていました。

しかし、急な移行が難しいため、地区で十分に考えるための時間が必要

だという意見を、計画を作る際にいただきました。その意見を参考にさ

せていただき、まちづくり協議会に移行する準備期間を、平成２４・２

５年度の２年間としました。 

 

 

Ｑ19：新しいまちづくり組織に移行したときには、多くの地区団体は、その組

織に統合されて、廃止されてしまうのですか？ 

 

Ａ19：新しいまちづくり組織を導入する目的は、今まで、行政の縦系列で結ば

れていた各種団体を、今回提示させていただいた部会制を通じて、横の

連携を強めていただくことが目的です。当面地区団体を整理統合し、廃

止することは考えていません。団体間の連携が強まることにより、今ま

でそれぞれの団体が行っていた事業（講演会や会議など）が一つにまと

まって大きな事業を実施することができたりと、効果的なまちづくり活

動を推進することができます。新しいまちづくり組織の導入後、効果を

検証し、地区団体の整理統合の機運が出てくれば、その時点で、検討す

ることになります。 
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Ｑ20：今のまちづくり推進会議には長い歴史があるので、新しい組織を作るこ

とで、地区が混乱してしまうのではないでしょうか？ 

 

Ａ20：地区に混乱を招かないよう、準備期間を平成 24・25 年度の 2 年間と

しました。これから、どのように組織を作るのかということについて、

地区の皆様に話し合いをしていただきたいと思います。その議論の中で

は、まち作り課及びまちづくりセンターがサポートしていきます。 

 

 

Ｑ21：新しいまちづくり組織における市議会議員の位置づけはどうなっていま

すか？ 

 

Ａ21：今のまちづくり推進会議でも、市議会議員のみなさんには、顧問や相談

役という立場で、まちづくり活動に参画していただいている地区が多い

と思います。新しいまちづくり組織でも、議員のみなさんが、直接意思・

決定に関わるのではなく、顧問や相談役などという位置づけで、参加し

ていただくような形が想定されます。 

 

 

Ｑ22：市長行政懇談会を、新しいまちづくり組織と行政・市役所の関係の中に、

正式に位置づけることは検討しないのでしょうか？ 

 

Ａ22：現在の市長行政懇談会は、各地区のまちづくり推進会議が主催し、市長

に出席を求めて、各地区の抱える課題について、自由に意見交換をする

場となっており、全２６地区全てで実施しています。行政上は、正式に

位置づけされていませんが、市長が出席していますので、そこで話し合

われたことは、行政の運営の参考となっています。行政システムの中に

正式に位置づけると、かえって堅苦しいものなり、自由な意見交換がで

きなくなる可能性もありますので、この計画の中では特に触れていませ

ん。今後必要があれば、検討したいと考えています。 
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Ｑ23：新しい組織に平成２４年度、平成２５年度の２年間をかけて移行すると

のことですが、２年間で立ち上げられなかった場合はどうなるのでしょ

うか？ 

 

Ａ23：平成２４年度、平成２５年度の２年間で、地区の中で新しいまちづくり

組織について話し合い、立ち上げを進めていただきますが、その際には、

まちづくり課及びまちづくりセンターの職員が事務局としてサポートし

ていきます。今の段階では、２年間をかけ、今のまちづくり推進会議の

役員の方などが中心となり、地区の中で話し合いを重ね、よりよい体制

作りを前向きに検討してほしいと考えます。 

 

 

Ｑ24：まずは、組織を立ち上げ、包括的な補助金はその後になるようですが、

組織とお金は同時に行わなければいけないのではないでしょうか？ 

 

Ａ24：各地区団体の連携、協力関係を強化し、地区が一体となったまちづくり

活動を推進するために、まちづくり推進会議の役割、機能を改めて見直

し、各地区団体の関係、役割分担を体系化するために、新しいまちづく

り組織の再編を促進します。まずは、地区の課題解決に向けて、効果的、

効率的に事業実施を行う体制づくり及び、包括的な補助金を受け入れる

体制作りを行っていただいたうえで、包括的な補助金の交付を検討して

いきます。 

 

 

Ｑ25：新しいまちづくり組織は、計画の概念図で示されたものとまったく同じ

ものを作らなければいけませんか？各地区の状況は様々なので、この組

織とまったく同じものを作るのは難しいと思います。 

 

Ａ25：各地区の人口、活動の内容、地区団体など、地区の特性や状況が様々で

あることは認識しております。その上で今回、新しい組織の概念図を、

目指すべき地区像として提示しました。今後は、地区内で、この概念図

に近づける組織を目指し、話し合っていただきたいと考えます。 
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Ｑ26：今ある組織を残したまま、更に新しい組織を作ると、屋上屋を重ねるこ

とにならないでしょうか。一度、今の組織を解消した方がいいのではな

いでしょうか？ 

 

Ａ26：新しいまちづくり組織は、現在のまちづくり推進会議を発展的に、新し

い組織に移行する形でイメージしていただきたいと思います。今回のま

ちづくり協議会は、各地区団体の連携・協力関係を強化し、各地区団体

が、新しい組織の部会制の中で、話し合いを重ね、効果的な事業を実施

することを目的としています。事業を実施していく中で、同じような目

的を持って事業を実施している団体が、自主的に統合していくことは考

えられます。 

 

 

Ｑ27：新しいまちづくり組織の再編や包括的補助金制度の導入について、モデ

ル地区を指定して取り組んだ方がいいのではないでしょうか？ 

 

Ａ27：26 地区それぞれに、事業の内容や運営方法、抱える課題に違いがあり

ますが、全ての地区で、まちづくり推進会議、生涯学習推進会が組織さ

れ、町内会の加入率も約 90％と、活発なまちづくり活動が展開されてい

ます。そのため、各地区とも、新しいまちづくり組織への移行が可能な

地域力が十分にあると考えています。地区間の連携、情報交換を図りな

がら、足並みを揃えて、新しい組織への移行を検討していただきたいと

考えています。 

 

 

Ｑ28：組織の再編や包括的な補助金を導入する手順を、もう少し詳しく説明し

てください。 

 

Ａ28：まず、新しいまちづくり組織を立ち上げ、地区の団体同士の連携を強化

する体制づくりを２年間かけて進めます。その次の段階では、地区別行

動計画の策定を推進します。計画的に事業を実施できる体制づくりがで

きた段階で、包括的な補助金制度を導入する予定です。地区住民の皆様

に十分に説明し、段階的に、着実に推進していきたいと考えています。 
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Ｑ29：５年間というのは、時間がかかりすぎるのでは。活発なまちづくり活動

を行っており、すぐに導入できる地区もあるのではないでしょうか？ 

 

Ａ29：この計画では、「社会情勢の変化にも対応できる、持続可能なまちづく

り活動の体制作り」を目的としています。今後もゆるぎないまちづくり

活動を行うことができるよう、市内２６地区すべてが、足並みを揃えて、

新しい体制に移行するために、時間をかけて、着実に推進していきたい

と考えています。 

 

 

Ｑ30：今の組織のままでまちづくり活動を推進した方がよいと地区で判断した

場合、まちづくり協議会に移行しなくてもいいのでしょうか？ 

 

Ａ30：今回のまちづくり協議会への移行は、現在のまちづくり推進会議の組織

の問題点や課題を整理したうえで、地区の団体同士の連携協力関係を強

化するために部会制を導入するなど、地区全体がまとまってまちづくり

活動を推進するために、今のまちづくり推進会議を発展的に移行する、

まちづくり協議会を設立することを提案したものです。今のまちづくり

活動が活発に行われるということだけでなく、将来にわたって持続可能

な地域コミュティづくりを検討してもらいたいと考えています。 

 

 

Ｑ31：これだけの大きい組織になると、ボランティアではやりきれないのでは。 

 

Ａ31：まちづくり協議会は、民主的な話し合いによって、会の運営が行われ、

事務が特定の人にかたよらないように調整を行ってほしいと思います。

活動・実行部門の各部会についても、現在ある各地区団体の役員のみな

さんに参画していただき、地区の課題解決に向けた事業の取り組みとと

もに、同じ目的を持った事業のスリム化などを検討してほしいと考えて

います。事務局については、当面はまちづくりセンターの職員が担いま

すが、地区のみなさん自身が行うことが望ましいため、将来的には事務

局の人件費を含めた、運営費に対する補助制度について検討します。 
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Ｑ32：行政の支援とは、具体的にどのようなものですか？ 

 

Ａ32：平成２４年、平成２５年の２年間で、現在のまちづくり推進会議から発

展的にまちづくり協議会に移行するにあたり、規約のモデル案の提示な

どを行うとともに、まちづくりセンターは、各所管課・各部門とのパイ

プ役となり、連絡、調整を行います 

地区別行動計画の策定では、アドバイザーの派遣など、行動計画策定の

ための支援を検討します。また、包括的な補助金制度を導入し、各地区

の特性、課題に応じた柔軟なまちづくり活動が促進されるよう、補助金

制度の制度設計を検討します。 

今後についても、この計画に関する地区説明会を重ねるとともに、まち

づくり課及びまちづくりセンター職員が、地区の皆様の疑問点に対応し

ていきます。 

 

 

Ｑ33：以前、コミュニティ推進会を立ち上げた広見地区が、推進会を立ち上げ

てから解散するまでの経過や理由はどのようなものですか？ 

 

Ａ33：広見地区コミュニティ推進会は、 

・昭和５３年７月 広見地区が静岡県よりコミュニティ活動推進地区に

指定 

・昭和５５年３月 ２年間のモデル期間終了 

・昭和５５年４月 広見地区コミュニティ推進会発足 

・平成１６年３月 広見地区コミュニティ推進会解散 

   という経緯があります。 

広見コミュニティの解散の理由はいろいろとあると思いますが、県の補助

金の打ち切りや一部の町内会が脱退したことなどにより解散したと伺っ

ています。 

 

- 21 -



② 町内会の問題 

 

Ｑ34：新しい組織における町内会は、どのような役割を担いますか？ 

 

Ａ34：市内には、３８６の町内会（区）が組織されています。冠婚葬祭、氏神

の管理などの伝統行事、日ごろの清掃活動など、日常生活に密着した活

動が行われています。今の町内会の加入率は、約 90％と、富士市のコミ

ュニティ活動を支える、基本となる組織です。新しいまちづくり組織の

中での位置づけは、各地区の状況に合わせて考えてほしいと思いますが、

町内会（区）長が総務・企画部門や活動・実行部門に参加したり、まち

づくり協議会への資金提供、人材提供などの重要な役割を担っていただ

きたいと考えています。 

なお、この計画では、主に小学校区の地区を単位とした活動を対象とし

ているので、町内会（区）そのものの活動や、町内会（区）から市に対

する要望などについては、今までと変わりません。 

 

 

②  生涯学習推進会の問題 

 

Ｑ35：生涯学習推進会と重なる部分が多いようですが、今後、生涯学習推進会

は解散するのでしょうか？ 

 

Ａ35：生涯学習推進会では、すでに部会制を取り入れ、広い範囲でのまちづく

り活動を、熱心に展開していただいています。そのため、新しいまちづ

くり組織でも中心となって活躍していただくことになりますが、今の時

点で生涯学習推進会を解散することは考えていません。今後、役員のみ

なさんとの話し合いを重ねて、新しい組織の中での役割分担や関係を検

討し、モデル案なども示していきたいと思います。 
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Ｑ36：体育祭や文化祭は、まちづくり協議会の事業となりますか？それとも、

包括的補助金を受けたまちづくり協議会が、生涯学習推進会に補助金を

出し、外郭団体として行う事業なのですか？ 

部会の中で、体育祭や文化祭はどういう位置づけになるのでしょうか？ 

 

Ａ36：活動実行部門の各部会で体育祭、文化祭などの事業を行う形になると思

います。包括的な補助金も、まちづくり協議会に一括で補助するので、

民主的な話し合いの中で、配分を考えていただき、各部会、各事業に補

助金が配分されることになります。 

 

 

Ｑ37：今は、体育祭や文化祭の補助金が生涯学習推進会に交付されていますが、

包括的な補助金に移行した際には、まちづくり協議会に交付され、生涯

学習推進会の収入となりません。また、生涯学習の各部会が、まちづく

り協議会の各部会と重なり、まちづくり協議会の各部会の構成員となる

のでは。各団体を統廃合しないといっているが、実質的に、生涯学習推

進会は、まちづくり協議会に統合されるのでしょうか。全国に誇れる組

織がなくなってしまうことに対して、富士市はそれでよしとするのでし

ょうか。 

 

Ａ37：本計画は、各地区団体の連携協力関係の強化を目的としております。各

団体を統廃合することは考えておりません。生涯学習推進会の各専門部

会をもとに、まちづくり協議会の各部会が組織されますが、その活動実

行部門では、生涯学習推進会が中心的な役割を担うことが考えられます。

包括的な補助金に関しては、今後制度設計をしてまいりますが、生涯学

習推進会の事業は、体育祭や文化祭のみではないと考えております。各

種事業に関しては、まちづくり協議会が行うもの、生涯学習推進会が行

うものなど、事業内容を整理していただき、効率よく事業実施ができる

体制作りをご検討いただきたいと考えております。 
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Ｑ38：富士市生涯学習推進会連合会に交付されている補助金は、各地区の生涯

学習推進会に運営事業補助金として配分されていますが、それも包括的

補助金に含まれるのでしょうか？この補助金が包括的な補助金として交

付されると、各地区の生涯学習推進会は運営できなくなってしまいます。 

 

Ａ38：今、富士市生涯学習推進会に交付している補助金は、各地区生涯学習推

進会の運営補助金になります。現段階では、各地区生涯学習推進会は活

発に活動をしており、今後、まちづくり推進会議が、まちづくり協議会

に移行された後も、生涯学習推進会が各地区協議会の各部会で中心的な

役割を担うことが考えられますので、現段階で、富士市生涯学習推進会

に交付している補助金については、包括的補助金に移行することは考え

ていません。 

 

 

Ｑ39：まちづくり協議会の各部会に、生涯学習推進会の各専門部会が割り振ら

れ、各地区団体も各部会に割り振られるという活動のイメージがよく分

からないので、詳しく教えてください。 

 

Ａ39：生涯学習推進会をはじめ、各地区団体が、各部会に所属するイメージに

なると思いますが、各部会で行われる活動内容について、それぞれの団

体が、連携・協力して、活動を行っていくことになると思います。 

 

 

③  福祉推進会の問題 

 

Ｑ40：まちづくり協議会の福祉部会と福祉推進会の関係はどうなりますか？ 

 

Ａ40：今回提案した部会制の中で、活動実行部門の福祉部会は、地区福祉活動

を実施することを主な活動内容としております。今の福祉推進会の活動

内容とほぼ同じ内容になると思われるので、地区福祉推進会が、そのま

ま福祉部会になると考えていただいてよいかと思います。 

今後、社会福祉協議会及び市役所福祉部福祉総務課とも連携しながら、詳

しく検討していきます。 
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④  地区団体全般の問題 

 

Ｑ41：地区にはとても多くの団体があり、それらは行政によって立ち上がった

ものや、地区によって立ち上げられたものというように、もともとの成

り立ちはさまざまです。それらが集まって同じテーブルの上で話し合い

をするのは難しいのではないでしょうか？ 

 

Ａ41：各地区団体の所管課で構成された庁内検討委員会で、地区団体の現状に

ついて洗い出しを行いました。各地区団体の運営状況、活動内容は、そ

れぞれの特性に合わせて様々であり、1 つとして同じものはないことは

確かで、一律の取り扱いはできないと思います。市役所以外の団体との

関係がある団体や、国や県などの上位団体があるもの、また、消防団な

どの、小学校区を基本とする地区と活動のエリアが一致しないものなど

様々です。それぞれの団体は今までどおりの活動をしながら、地区を単

位とした活動にも積極的に参画するよう検討してほしいと考えています。 

今回提案した、部会制の導入を通じて、同じ目的で活動している各種団体

が、同じ部会に所属していただき、今まで、行政との縦の組織に繋がって

いた団体が、横の連携を図っていただき、地区の課題解決に向けて、活動

をしていただければと考えております。 

行政側でも、庁内推進委員会や、各地区団体の役員のみなさんと個別に十

分な協議をし、計画を推進していきたいと考えています。 

 

 

Ｑ42：地区の団体には市の連合組織や、他の上部団体（縦のつながり）がある

ものもあります。それぞれの地区で部会に入るとなると、指示系統が二

重になりますが、問題はないのでしょうか？ 

 

Ａ42：新しいまちづくり組織は、各地区団体の連携を強化し、十分に情報交換

を行うことで、効率的、効果的にまちづくり活動を推進することが目的

なので、個々の団体の活動を制限するものではありません。各地区団体

の連合組織でも、各地区の状況を尊重し、柔軟な組織運営や事業展開を

するきっかけになるのではないかと考えます。 
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⑤  部会制に関する問題 

 

Ｑ43：＜部会構成案及び活動内容についての、各種具体的な説明についての質

問＞ 

 

Ａ43：この計画で示している部会の構成や活動の内容は、あくまで例示です。

実際には、各地区の特性や抱える課題は様々なので、地区の中でよく話

し合い、それぞれの地区の状況に合った形で考えてほしいと思います。

提示している案は基本となりますが、まちづくり課、及び地区の実情が

わかっている各地区のまちづくりセンターがしっかり相談にのり、サポ

ートしていきます。 

 

 

Ｑ44：平成２４年度に防災危機管理課によって地区防災会議を各地区において

開催するけれど、さらにまちづくり協議会の中に、防災部会を立ち上げ

なければいけないのでしょうか？ 

 

Ａ44：東日本大震災を受けて、富士市の防災対策も見直しを進めています。各

地区においても、２４年度から、地区防災会議を各地区で開催すると聞

いています。今のまちづくり推進会議を、発展的に、新しいまちづくり

組織に移行した際には、地区防災会議が、まちづくり協議会の防災部会

に当てはめられると思います。 

 

 

Ｑ45：総務企画部門と活動実行部門という２つの大きな部門は、どのように関

連し合うのでしょうか？ 

 

Ａ45：この計画では、地区のまちづくり活動を全体的に統括し、計画的に推進

していく「総務・企画部門」と、実際の事業を実施する「活動・実行部

門」という２つの部門を提案しました。具体的には、総務・企画部門で

は、地区の将来像に基づき、地区別行動計画の策定や、各事業の予算提

示を活動・実行部門に提示します。また活動・実行部門は各地区で活動

している地区団体などと連携・協力関係を強化し、さまざまなまちづく
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り活動を実施します。このように、総務・企画部門と活動・実行部門は

お互いが連携を図りながら、地区まちづくり活動を行っていきます。 

 

 

⑥  まちづくり協議会会長に関する問題 

 

Ｑ46：まちづくり協議会を運営する上では、会長が全体の状況を把握しなけれ

ばいけないと思いますが、会長の権限が大きくなると、会長の考え一つ

で、包括的補助金が配分されたり、まちづくり活動が運営され、独断的

になるのではないでしょうか？また、仕事の量が増えて、引き受ける人

がなくなるのでは？  

 

Ａ46：包括的な補助金の配分は、各部会の事業計画に基づき、総務企画部門で

話し合い、協議して決めることになります。地区の沢山の人が関わり、

知恵を出し合って、より良い方法を民主的な運営方法により、決めてい

ただく体制づくりが重要だと思っています。 

 

 

Ｑ47：会長に対する報酬はありますか？また、誰が会長になるべきですか？ 

 

Ａ47：現在のまちづくり推進会議の役員のみなさんは、ボランティアでまちづ

くり活動を行っていただいています。同じようにまちづくり協議会の役

員のみなさんに対しても、行政からの報酬は考えていません。しかし、

各地区の自主財源の中で、会長などの役員に対する報酬を独自に設ける

ことについては、役員の負担などを考慮した上で、検討することは可能

だと思います。 

会長職の人選については、現在のまちづくり推進会議の会長も各地区さま

ざまであり、それぞれの地区の実情に応じて、選出されています。まちづ

くり協議会の会長職の人選についても、地区の実情に合わせて、人選して

ほしいと考えています。 
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⑦ 会計に関する問題 

 

Ｑ48：会計が適正に行われているか、監査を行ったりその体制を整備しなけれ

ばいけないと思いますが、具体的にどのようにすればいいのでしょう

か？ 

 

Ａ48：インターネットを活用した情報公開や会計の透明化、外部委員による監

査など、他市ですでに取り入れているものを調査・検討して、各地区に

情報提供していきたいと考えています。 

 

 

Ｑ49：包括的な補助金を受けることになると、多額の現金を扱うことになり、

ボランティアで会計を担うのは大変だと思います。たとえば、まちづく

りセンターが、会計を担うことは可能でしょうか？ 

 

Ａ49：まちづくり協議会の活動に必要なお金は、地区住民から集める会費や市

から交付される補助金などが元手になると思います。今後、まちづくり

協議会の運営を進める中で、お金の管理の方法など、役員のみなさんが

話し合い、ルールを決めていただくことが大切になります。総務省の「コ

ミュニティ組織のガバナンスのあり方に関する研究会」が「コミュニテ

ィ団体運営の手引き」を発刊していますが、その中に、コミュニティ団

体の運営とお金の管理について、実務的な手法の記載がありますので、

それらを参考にしながら、会計をいっていただきたいと考えています。

会計の担当者については、地区の中にお住まいの会計士、会社での経理

担当経験者、地区団体での経理担当経験者が望ましいと考えています。

会計を務めるにあたっては、まちづくりセンターも適切なアドバイスを

行い、支援をしていきます。 
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⑧ 事務局に関する問題 

 

Ｑ50：まちづくり協議会の事務局は、今後もまちづくりセンターが担うのでし

ょうか？ 

 

Ａ50：今のまちづくり推進会議と同じく、まちづくりセンターがまちづくり協

議会の事務局となり、運営をサポートしていきます。ただ、まちづくり

活動の主体は、あくまで地区住民のみなさんなので、新しいまちづくり

組織の運営や、包括的補助金の活用が浸透し、運営が軌道に乗った段階

で、事務局を地区住民のみなさん自らが担えるよう、運営費の補助制度

などについて検討したいと考えています。 

 

 

⑨ 地区別行動計画 

 

Ｑ51：地区別行動計画の作成を地区住民に任せていいのでしょうか？住民に負

担がかかってしまうのではないでしょうか？ 

 

Ａ51：地区別行動計画は、第五次総合計画の「地区住民の描く地区の将来像」

を具体化するものです。新しいまちづくり組織で、地区団体同士でよく

話し合い、事業を調整しながら、計画を立てて、効率的、効果的に事業

を行っていくための行動計画です。計画の策定にあたっては、まちづく

りセンターや職員地区担当班がサポートしていく予定です。 

 

 

Ｑ52：計画の中で、伝統、文化、祭りというものに触れられていないが、これ

についても取組むべきではないでしょうか？ 

 

Ａ52：まちづくり協議会への移行とともに、地区別行動計画の策定を提案しま

した。この地区別行動計画の中で、各地区の伝統、文化、その他お祭り

など、地区の状況に合った計画を策定していただき、活動実行部門の各

部会で地区別行動計画に基づいて活動することにより、地区の伝統や文

化の継承につなげてほしいと思います。 
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⑩ 包括的な補助金制度 

 

Ｑ53：現在、各地区団体に交付されたり、事業の内容ごとに交付されていた補

助金を、包括的な補助金として一括して交付し、使途を自由にすると、

これまで行政が政策的に実施をお願いしていた活動が、地区の判断で全

く実施されなくなるというケースも出てくるのではないでしょうか？ 

 

Ａ53：各地区に補助金を交付し、政策的に推進している事業が多くあることは

承知しています。包括的な補助金制度を導入すると、使い方や事業の実

施が、全て地区の裁量に委ねられるということではありません。流用可

能な範囲に制限を設けるなどして、事業実施を担保する必要があると考

えます。また、初めからすべての事業を包括的な補助金制度に統合する

ことも考えていません。制度の効果を検証しながら、市役所の所管課と

も協議を重ね、慎重に、かつ、段階的に導入していくことを考えていま

す。 

 

 

Ｑ54：組織ができても、お金がなければ事業を実施できないのではないでしょ

うか？ 

 

Ａ54：全ての補助金を最初から包括的な補助金として交付するわけでなく、段

階的に、包括的補助金に組み込むことを検討しています。地域課題の発

掘・課題解決に向けた事業を効果的、効率的に行うために、地区別行動

計画を策定していただき、その計画に基づいた事業を行っていただくこ

とになるとおもいます。その中では、各部会で話し合いが行われ、各地

区団体が拠出金を支出するなど、効果的な事業運営を行って頂きたいと

思います。 
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Ｑ55：包括的補助金が導入されて大きな事業を行うと、地区からの歳出は増え

ていきます。その増える部分を町内会が負担することについては納得が

できません。 

 

Ａ55：今後、まちづくり推進会議が発展的に、まちづくり協議会に移行した後、

地区の将来像を見据えた中で、地区別行動計画を策定していただきます。

その地区別行動計画に基づき、各種事業を行っていただきますが、新た

な事業を組み込むと現在よりも事業費が増えることになることも予想さ

れますが、この計画で提案した部会制を導入することで、同じ目的で活

動している各地区団体が、同じ部会に所属し、各地区団体間の情報共有

化を図り、同種の事業を一本化したり、各地区団体が少しずつ金銭負担

を行うなど、負担軽減を図りながら、組織が大きくなったスケールメリ

ットを活かしていただき、より充実した地区まちづくり活動を行ってい

ただきたいと考えております。 

 

 

Ｑ56：まちづくり協議会に移行できなくても、包括的な補助金は受け取れるの

でしょうか？ 

Ａ56：包括的な補助金は、一度に多額の補助金が地区に交付されることになり

ます。補助金の受け皿となる組織体制がしっかり作られていないと難し

いため、まちづくり協議会への移行が前提となります。 
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Ｑ57：包括的な補助金の規模はどれくらいですか？担当課は？地区の規模によ

って、補助金の規模は変わりますか？包括的な補助金制度にすることで、

全体の補助金が減らされるのではないでしょうか？包括的な補助金の全

体像が見えません。 

 

Ａ57：包括的な補助金制度については、平成２６年度に導入できるよう、どの

補助金を包括的な補助金に移行するのかなど、これから詳しい内容を検

討していきます。 

包括的な補助金制度を導入する目的は、新しい制度へ移行した補助対象

事業費を他の事業との間で流用できるようにすることです。それにより、

各地区の特性や課題に応じた柔軟なまちづくり活動を促進することがで

き、決して補助金を減らすためではありません。 

しかし、大手企業の撤退や、少子高齢化が進むことにより社会保障費が増

えることも予想され、将来にわたって、同程度の補助金額を維持すること

は、包括的な補助金制度を導入するかどうかに関わらず、難しいものと認

識しています。 

 

 

Ｑ58：包括的な補助金を導入したら、地区はどのように予算を要求するのでし

ょうか？地区の中ではその予算をどのように執行して、予算の配分はど

のようになりますか？ 

 

Ａ58：包括的な補助金については、各まちづくり協議会の役員会・理事会が市

に補助金を申請し、交付された補助金は、役員会・理事会における話し

合いなどにより、各事業にどれくらい配分するかを決めます。活動実行

部門では、配分された予算に基づいて、さまざまなまちづくり事業を実

行します。 
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⑪ 地域コミュニティを推進する条例の制定 

 

Ｑ59：コミュニティを推進する条例で、まちづくり協議会を位置づけてしまう

と、各地区の自由なまちづくり活動が制限されてしまって、地区の特色

が出せなくなるのではないでしょうか？ 

 

Ａ59：地区のまちづくり活動の組織や役割について条例化する取り組みは、多

くの自治体で行われています。条例の内容については、これから検討し

ていきますが、行政と協働してまちづくりを推進するパートナーとして、

行政と地域コミュニティそれぞれの役割・機能を理念的に示したいと考

えています。 

 

 

第２節 ひとづくり 

 

Ｑ60：役員のなり手がいなくて困っています。平成２４年度から地区人材育成

事業というものを始めたようだけれど、具体的にはどのような内容のも

のを行いますか？ 

 

Ａ60：平成２４年度から、ブロック単位での地区人材育成事業を行います。会

場は、地区まちづくり活動の拠点であるまちづくりセンターを中心とし、

地区の状況に合った内容を実施していく予定です。具体的な講座の内容

としては、まちづくりに関する研修会・講演会の開催、地域文化の発掘・

振興のための講演会の開催、その他まちづくりに関する各種研修会など

です。講座の企画・運営については、地区の実情に合わせたものにする

ため、「地域の力こぶ up ふじワクワクまちづくり塾」の受講生をはじめ、

地区役員の方に相談、協力等のお願いを、まちづくりセンターからさせ

ていただくこともあるかと思いますが、その際にはご協力よろしくお願

いします。 
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Ｑ61：市の職員のまちづくり活動への参加が少ないようですが、まちづくり活

動は市の職員に引っぱってほしいと思います。 

 

Ａ61：市民と行政（市）がひとつになったまちづくりを進めることが重要であ

り、市の職員は、まちづくり協力員として、まちづくり地区担当班とい

うものを編成し、基本的にボランティアとして参加しています。地区の

まちづくり活動を支援し、行政職員としての専門知識を活かして助言す

るという本来の目的が果たせるよう、地区担当班の役割を整理し、他の

市の状況なども調査しながら再検討していきます。 

また、職員地区担当班以外に、子供会、ＰＴＡ、生涯学習推進会など、

地区住民の一人として参加している職員も多くいますが、この計画の地

区説明会を行う中で、「市の職員には、もっと積極的に地区活動やボラン

ティア活動に参加してほしい」などのご意見をいただきました。 

平成２４年８月には、富士市の全職員に対して「市職員の地区活動への

積極的な参画について」という事務連絡文書を配布しました。内容は、

市と各地区の実情や課題を職員が共有し、施政全般に活かすとともに、

地域力の向上を図るため、地区活動に対して積極的な参加を促すもので

す。 

今後も、よりいっそう地区まちづくり活動に参加するよう、職員に対して

呼びかけを行っていきます。 

本来は、地区まちづくり活動は、市の職員に限らず、できることをできる

だけ、より多くの地区住民の方が、輻輳的に地区まちづくり活動に参画す

ることにより、多くの方が地区に関心をもち、活発なまちづくり活動が行

われることになると思います。 
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Ｑ62：平成２４年度から始まった地区人材育成事業だけでは、地区役員の人材

不足を解消できないし、リーダーシップを発揮できる人材を育成するこ

とはできないのではないでしょうか？将来的な人材不足を解消するため

にも、若い世代の人材育成を図った方がいいと思います。 

 

Ａ62：平成２４年度から行う地区人材育成事業ついては、これがすぐに地区役

員の人材不足の解消につながるものではないと考えていますが、まちづ

くり活動の拠点である地区まちづくりセンターを会場とし、講座の内容

を各地区の状況にあったものにするなど、より多くのみなさんにまちづ

くり活動に関心を持っていただき、それが将来的な人材不足解消に繋が

ればと考えています。 

また、各地区まちづくりセンターでは、まちづくりセンターの主催講座と

して、様々な講座を開催しております。それらの講座においても、受講者

が実際のまちづくり活動に参加できるように意識し、講座内容を工夫して

いきます。 

 

 

第３節 活動の場・連携 

 

Ｑ63：まちづくりセンターは利用できる時間に限りがあるので、まちづくりセ

ンター以外に地区で使える部屋がほしいです。 

 

Ａ63：今は、まちづくりセンター以外に地区の部屋を設けることは考えていま

せん。地区のまちづくりセンターは、第３日曜日、国民の祝日、１２月

２９日から翌年１月３日を除く、８時３０分から２１時まで開館してい

ます。まちづくりセンターは、地区のまちづくり活動の拠点として、各

地区団体のみなさんに幅広くご利用いただいております。また今後、ま

ちづくりセンターを改築することがあった場合には、そのような活動の

場を作ることについても、考えていきたいと思います。 
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Ｑ64：ＩＣＴ（Information and Communication Technology＝情報通信

技術）の活用も大切だと思いますが、まちづくり活動を進めていく上で

は、人と人のふれあいや結びつき、絆が一番大切ではないでしょうか？ 

 

Ａ64：まちづくり活動の基本は、人と人のふれあいや結びつき、絆であり、そ

の交流の場や活動の拠点がまちづくりセンターであると思っています。

ただ、「時間がない」「情報を得られない」などの理由で、まちづくり活

動に興味があっても参加できないでいる住民の方も多いと思います。そ

のような方が、まちづくり活動の情報を手に入れたり、情報交換する場、

ツールとして、インターネットなどのＩＣＴは、とても有効なものであ

ると考えています。 

 

 

Ｑ65：まちづくり活動はボランティア精神に支えられていると思うので、コミ

ュニティビジネスを推進すること（利益を得ること）に、違和感や、拒

否反応を示す人が出て、活動に支障が出るのではないでしょうか？ 

 

Ａ65：コミュニティビジネスとは、ビジネスの手法を用いて、地域の課題を解

決していく手法です。ビジネスとして完全に成立するのであれば、民間

企業が担当することになります。ビジネスとしては完全に成立しないが、

部分的にビジネスの手法を用いることで、まちづくり活動を持続的なも

のにすることができたり、より効果が発揮できる分野では、地区団体や

ＮＰＯが主体となって、コミュニティビジネスを導入していく必要があ

ると考えます。コミュニティビジネスにおいても、特に人材、マンパワ

ーの部分ではボランティア精神が欠かせないと考えます。 
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間
の
ヨ
コ
の
連
携
を
強
め
る

こ
と
が
目
的
。

・
将
来
的
に
地
区
側
か
ら
組
織
の
統
合
と
い
う
提
案
が
あ
れ
ば
個
別
に
対
応

○

既
存
の
団
体
が
そ
の
ま
ま
だ
と
負
担
感
が
増
す
。

・
既
存
の
団
体
の
統
廃
合
は
目
的
に
し
て
い
な
い
。

・
持
続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
、
団
体
間
の
ヨ
コ
の
連
携
を
強
め
る

こ
と
が
目
的

・
将
来
的
に
地
区
か
ら
組
織
の
統
合
と
い
う
提
案
が
あ
れ
ば
個
別
に
対
応

○

市
か
ら
委
嘱
さ
れ
て
い
な
い
団
体
も
統
合
の
対
象
に
な
る
の
か
。

・
既
存
の
団
体
の
統
廃
合
は
目
的
に
し
て
い
な
い
。

・
地
区
を
活
動
範
囲
と
す
る
団
体
は
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
参
画
団
体
で
あ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。

○

組
織
一
本
化
の
意
図
は
。

・
既
存
の
団
体
の
統
廃
合
は
目
的
に
し
て
い
な
い
。

・
持
続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
、
団
体
間
の
ヨ
コ
の
連
携
を
強
め
る

こ
と
が
目
的
。

・
将
来
的
に
地
区
か
ら
組
織
の
統
合
と
い
う
提
案
が
あ
れ
ば
個
別
に
対
応

○

活 動 実 施 体 制 （ 組 織 に つ い て ）
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庁
内

地
区

不
可

富
士
市
ま
ち
づ
く
り
活
動
推
進
計
画
地
区
説
明
会
に
お
け
る
意
見
と
今
後
の
方
向
性
整
理
表

対
応
策
の
検
討

指
摘
事
項

項
目

今
後
の
方
向
性

ま
ち
づ
く
り
推
進
会
議
の
下
に
町
内
会
と
生
涯
学
習
推
進
会
を
ぶ
ら
下
げ
れ
ば
良

い
の
で
は
。

・
地
区
で
活
動
す
る
多
く
の
団
体
の
参
画
に
よ
る
連
携
協
力
体
制
の
確
立
が
重
要

・
持
続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
、
団
体
間
の
ヨ
コ
の
連
携
を
強
め
る

こ
と
が
目
的

・
将
来
的
に
地
区
か
ら
組
織
の
統
合
と
い
う
提
案
が
あ
れ
ば
個
別
に
対
応

○

役
員
の
数
は
減
る
の
か
。

・
組
織
設
立
時
に
は
役
員
が
増
え
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
⇒
組
織
設
立
に
向
け
て
助
成
金

を
検
討

・
持
続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
、
団
体
間
の
ヨ
コ
の
連
携
を
強
め
る

こ
と
が
目
的
。
こ
れ
に
よ
り
、
役
員
の
負
担
の
軽
減
に
繋
が
る
可
能
性
は
あ
る
。

○

仕
事
が
ふ
え
る
だ
け
で
は
な
い
か
。

・
組
織
設
立
時
に
は
仕
事
が
増
え
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

・
持
続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
、
団
体
間
の
ヨ
コ
の
連
携
を
強
め
る

こ
と
が
目
的
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
業
の
ス
リ
ム
化
が
図
ら
れ
、
仕
事
が
減
っ
て
い
く
可
能
性
は

あ
る
。

○

全
て
の
団
体
を
解
体
し
、
新
た
な
組
織
に
す
る
の
か
。

・
既
存
の
団
体
の
統
廃
合
は
目
的
に
し
て
い
な
い
。

・
持
続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
、
団
体
間
の
ヨ
コ
の
連
携
を
強
め
る

こ
と
が
目
的
。

・
将
来
的
に
地
区
か
ら
組
織
の
統
合
と
い
う
提
案
が
あ
れ
ば
個
別
に
対
応

○

２
６
地
区
同
じ
組
織
を
作
る
の
か
。

・
組
織
形
態
に
つ
い
て
は
、
地
区
の
実
情
に
応
じ
て
地
区
が
検
討

○

企
画
部
門
と
活
動
部
門
を
分
け
る
こ
と
で
軋
轢
を
生
ま
な
い
か
。

・
計
画
的
な
事
業
展
開
、
透
明
性
の
高
い
組
織
運
営
の
た
め
に
総
務
企
画
部
門
、
地
区
団

体
の
連
携
を
促
し
、
事
業
提
案
を
行
う
た
め
に
活
動
実
行
部
門
を
設
定

・
構
成
に
つ
い
て
は
、
地
区
の
実
情
に
応
じ
て
地
区
が
検
討

○

補
助
金
を
一
本
化
す
る
と
担
当
課
は
ど
こ
に
な
る
の
か
。

・
今
後
具
体
的
な
補
助
金
制
度
に
つ
い
て
検
討

・
補
助
金
申
請
書
類
の
受
理
、
及
び
補
助
金
の
交
付
等
の
窓
口
は
、
ま
ち
づ
く
り
課
に
一
本

化
す
る
予
定
。
事
業
の
予
算
査
定
や
申
請
書
類
の
審
査
等
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
事
業
担
当

課
で
行
な
う
方
向
で
各
課
と
検
討

○

各
団
体
の
予
算
を
統
合
し
な
い
で
良
い
か
。

・
今
後
具
体
的
な
補
助
金
制
度
に
つ
い
て
検
討

・
既
存
の
団
体
の
統
廃
合
は
目
的
に
し
て
い
な
い
た
め
、
個
別
の
団
体
の
資
金
は
変
わ
ら

ず
。

・
持
続
可
能
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
、
団
体
間
の
ヨ
コ
の
連
携
を
強
め
る

こ
と
が
目
的

○

民
生
委
員
は
国
か
ら
の
活
動
費
が
出
て
い
る
の
で
、
一
括
化
は
無
理

・
今
後
具
体
的
な
補
助
金
制
度
に
つ
い
て
検
討

・
現
時
点
で
は
、
上
部
組
織
が
あ
る
団
体
や
、
個
人
に
支
出
さ
れ
て
い
る
報
償
費
に
つ
い
て

は
包
括
化
の
対
象
外
。
あ
く
ま
で
、
事
業
費
補
助
金
の
包
括
化
に
よ
る
団
体
間
の
連
携
・
協

力
体
制
の
促
進
が
目
的
。

○

団
体
間
で
活
動
及
び
報
酬
な
ど
に
差
が
あ
る
が
。

・
今
後
具
体
的
な
補
助
金
制
度
に
つ
い
て
検
討

・
現
時
点
で
は
、
団
体
の
運
営
費
や
個
人
へ
の
報
酬
に
つ
い
て
は
対
象
外
。
あ
く
ま
で
、
事

業
費
補
助
金
の
包
括
化
に
よ
る
団
体
間
の
連
携
・
協
力
体
制
の
促
進
が
目
的
。

○

活 動 実 施 体 制 （ 活 動 資 金 に つ い て ）活 動 実 施 体 制 （ 組 織 に つ い て ）
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庁
内

地
区

不
可

富
士
市
ま
ち
づ
く
り
活
動
推
進
計
画
地
区
説
明
会
に
お
け
る
意
見
と
今
後
の
方
向
性
整
理
表

対
応
策
の
検
討

指
摘
事
項

項
目

今
後
の
方
向
性

地
区
団
体
に
ど
の
く
ら
い
の
補
助
金
が
出
て
い
る
の
か
明
示
す
べ
き
。

・
今
後
、
所
管
課
と
協
議
を
重
ね
る
中
で
確
認
し
て
い
く
。

○

地
区
の
規
模
で
補
助
額
が
変
わ
る
の
か
。

・
基
本
的
に
は
、
現
行
の
個
別
補
助
金
を
束
ね
た
形
の
補
助
金
制
度
の
た
め
、
補
助
額
の

変
動
は
生
じ
な
い
。

○

あ
ま
り
に
大
き
な
組
織
で
は
な
い
か
。
お
金
も
必
要
に
な
る
。

・
今
後
組
織
設
立
に
向
け
た
話
合
い
を
進
め
て
い
く
た
め
の
、
助
成
金
制
度
の
設
定
を
検
討

○

会
計
の
事
務
量
が
膨
大
に
な
る
。

・
現
時
点
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
が
事
務
局
を
担
う
た
め
、
地
区
の
負
担
は
変
わ
ら
な

い
。

○
○

予
算
要
求
、
執
行
、
配
分
に
地
区
は
ど
う
取
組
む
の
か
。

・
活
動
実
行
部
門
の
事
業
提
案
や
予
算
要
求
に
基
づ
い
て
、
総
務
企
画
部
門
が
予
算
執

行
や
予
算
配
分
を
行
う
。

○

声
の
大
き
い
団
体
が
予
算
を
多
く
取
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

・
民
主
的
な
話
し
合
い
の
中
で
、
資
金
の
配
分
が
行
わ
れ
る
透
明
性
の
高
い
組
織
が
必
要

○

地
区
の
会
費
は
ど
う
な
る
の
か
。

・
地
区
の
個
別
の
会
費
は
対
象
外
。

○

若
い
人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
人
材
育
成
を
す
べ
き
。

・
市
主
催
の
講
座
、
地
区
主
催
の
講
座
等
、
効
果
的
な
ひ
と
づ
く
り
事
業
に
つ
い
て
検
討

○
○

ひ
と
づ
く
り
の
啓
蒙
活
動
が
必
要
で
は
な
い
か
。

・
市
主
催
の
講
座
、
地
区
主
催
の
講
座
等
、
効
果
的
な
ひ
と
づ
く
り
事
業
に
つ
い
て
検
討

○
○

ま
ち
づ
く
り
の
専
門
部
で
若
い
世
代
を
育
成
し
、
身
体
で
覚
え
て
も
ら
う
べ
き
。

・
地
区
活
動
か
ら
の
人
材
発
掘
を
支
援
で
き
る
よ
う
な
、
ひ
と
づ
く
り
講
座
に
つ
い
て
検
討

○
○

計
画
の
人
材
育
成
で
は
な
り
手
不
足
は
解
消
し
な
い
。

・
地
区
活
動
か
ら
の
人
材
発
掘
を
支
援
で
き
る
よ
う
な
、
ひ
と
づ
く
り
講
座
に
つ
い
て
検
討

○
○

市
職
員
に
牽
引
し
て
も
ら
い
た
い
。
積
極
的
に
参
加
し
て
も
ら
い
た
い
。

・
ま
ち
づ
く
り
地
区
担
当
班
制
度
の
見
直
し
等
、
職
員
が
地
区
活
動
に
積
極
的
に
参
加
で
き

る
仕
組
を
人
事
課
と
検
討
し
て
い
く
。

○

事
務
局
を
N
P
O
に
す
べ
き
な
の
か
。

　
　
・
今
後
N
P
O
と
の
連
携
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
。

○

セ
ン
タ
ー
以
外
に
も
活
動
拠
点
が
欲
し
い
。

・
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
活
動
拠
点
は
あ
く
ま
で
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
。

○

計 画 全

般 ・ そ の

他
　
　
第
五
次
総
合
計
画
へ
の
位
置
づ
け
は
。

・
第
五
次
富
士
市
総
合
計
画
を
上
位
計
画
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
基
本
計
画
第
７
章

第
１
節
「
市
民
主
役
都
市
」
の
中
の
目
指
す
姿
と
、
基
本
方
針
で
示
さ
れ
て
い
る
。

ひ と づ く り 活 動 の 場 ・

連 携

活 動 実 施 体 制 （ 活 動 資 金 に つ い て ）
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庁
内

地
区

不
可

富
士
市
ま
ち
づ
く
り
活
動
推
進
計
画
地
区
説
明
会
に
お
け
る
意
見
と
今
後
の
方
向
性
整
理
表

対
応
策
の
検
討

指
摘
事
項

項
目

今
後
の
方
向
性

行
政
内
部
の
調
整
は
取
れ
て
い
る
の
か
。

・
計
画
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
庁
内
推
進
委
員
会
の
中
で
情
報
共
有
・
協
議
を
重
ね
る
。

行
政
の
支
援
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
か
。

・
具
体
的
な
方
策
に
基
づ
き
、
行
政
か
ら
の
支
援
策
を
個
別
に
検
討
し
て
い
く
。

地
区
説
明
会
の
意
見
を
踏
ま
え
、
計
画
修
正
す
る
の
か
。

・
基
本
指
針
の
方
向
性
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
修
正
は
難
し
い
が
、
個
別
の
方
策
に
つ
い
て

は
、
地
区
の
意
見
等
を
伺
う
中
で
、
修
正
の
必
要
が
生
じ
た
際
に
は
そ
の
都
度
検
討
を
行

う
。

予
算
は
ど
の
程
度
確
保
で
き
る
の
か
。

・
現
時
点
で
明
確
な
数
字
を
出
す
こ
と
は
困
難
。

全
国
の
事
例
を
示
し
て
ほ
し
い
。

・
9
/
2
1
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
大
阪
府
豊
中
市
・
北
九
州
市
の
事
例
を
報
告

計
画
に
対
す
る
意
見
は
、
文
書
で
提
出
す
れ
ば
、
回
答
は
も
ら
え
る
か
。

・
計
画
に
対
す
る
意
見
、
提
案
は
、
ま
ち
づ
く
り
課
・
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
で
随
時
受
け
付
け

る
。

地
区
の
将
来
像
が
見
え
な
い
。
更
な
る
活
性
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
。
活
性
化
に
つ
な

が
る
の
か
。

・
具
体
的
な
将
来
像
や
活
性
化
に
向
け
た
取
組
を
地
区
の
話
合
い
の
中
で
導
き
出
し
、
行

動
計
画
に
つ
な
げ
て
い
く
。

こ
の
計
画
の
真
の
目
的
は
。
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。

・
現
在
の
社
会
背
景
や
今
後
想
定
さ
れ
る
課
題
に
も
柔
軟
に
対
応
で
き
る
、
足
腰
の
強
い

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
、
活
発
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
今
か
ら
取
組
ん
で
い
く
。

町
内
会
か
ら
市
へ
の
要
望
事
項
は
ど
う
な
る
か
。

・
単
位
町
内
会
（
区
）
か
ら
市
へ
の
要
望
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
更
は
な
い
。

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
モ
デ
ル
地
区
を
設
け
ら
れ
な
い
か
。

・
モ
デ
ル
地
区
の
導
入
は
考
え
て
い
な
い
。

・
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
立
ち
上
げ
に
は
２
年
間
と
い
う
期
間
を
設
け
て
い
る
。

懇
話
会
を
も
っ
と
し
っ
か
り
や
っ
て
計
画
策
定
を
し
て
ほ
し
い
。

・
平
成
２
２
～
２
３
年
の
２
年
間
で
「
富
士
市
ま
ち
づ
く
り
活
動
活
性
化
懇
話
会
」
を
計
７
回
開

催
し
て
き
た
。
計
画
は
策
定
済
み
で
あ
る
た
め
、
計
画
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
地
区
の
声
を

活
か
し
た
形
で
進
め
て
い
く
。

新
し
い
組
織
は
必
須
的
な
も
の
か
。
や
ら
な
く
て
も
よ
い
か
。

・
２
年
間
の
間
に
、
今
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
議
を
各
地
区
団
体
間
の
連
携
・
協
力
関
係
が

取
れ
る
よ
う
に
、
少
し
で
も
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
た
組
織
に
し
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

何
故
今
変
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
。

・
現
在
の
社
会
背
景
や
今
後
想
定
さ
れ
る
課
題
に
も
柔
軟
に
対
応
で
き
る
、
足
腰
の
強
い

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
、
活
発
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
今
か
ら
取
組
ん
で
い
く
。
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庁
内

地
区

不
可

富
士
市
ま
ち
づ
く
り
活
動
推
進
計
画
地
区
説
明
会
に
お
け
る
意
見
と
今
後
の
方
向
性
整
理
表

対
応
策
の
検
討

指
摘
事
項

項
目

今
後
の
方
向
性

行
政
か
ら
の
押
し
付
け
で
は
な
い
か
。

・
あ
く
ま
で
も
、
主
体
は
地
区
住
民
で
あ
り
、
将
来
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
行
政
か

ら
の
提
案

事
前
に
計
画
の
説
明
が
無
か
っ
た
。
平
成
2
3
年
1
1
月
の
議
会
報
告
以
降
、
説
明

が
無
か
っ
た
。

・
世
論
調
査
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
の
市
民
意
見
を
踏
ま
え
、
ま
ち
づ
く
り
活

動
活
性
化
懇
話
会
で
検
討
を
重
ね
て
計
画
を
策
定
し
た
が
、
実
際
に
市
内
２
６
地
区
を
回

り
、
直
接
地
区
団
体
か
ら
意
見
を
聞
く
場
を
設
け
て
こ
な
か
っ
た
。
平
成
2
3
年
1
1
月
以
降
、

ﾊ
ﾟﾌ
ﾞﾘ
ｯｸ

ｺ
ﾒ
ﾝ
ﾄで

広
く
市
民
か
ら
意
見
を
集
め
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
計
画
の
策
定
に

至
っ
た
。
計
画
は
策
定
済
み
で
あ
る
た
め
、
計
画
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
地
区
の
声
を
活
か

し
た
形
で
進
め
て
い
く
。

地
域
の
声
を
反
映
さ
せ
て
計
画
策
定
し
た
の
か
。

・
世
論
調
査
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
の
市
民
意
見
を
踏
ま
え
、
ま
ち
づ
く
り
活

動
活
性
化
懇
話
会
で
検
討
を
重
ね
て
計
画
を
策
定
し
た
が
、
実
際
に
市
内
２
６
地
区
を
回

り
、
直
接
地
区
団
体
か
ら
意
見
を
聞
く
場
を
設
け
て
こ
な
か
っ
た
。
計
画
は
策
定
済
み
で
あ

る
た
め
、
計
画
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
地
区
の
声
を
活
か
し
た
形
で
進
め
て
い
く
。

町
内
会
を
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
の
か
。

・
こ
の
計
画
は
概
ね
小
学
校
区
を
活
動
範
囲
と
す
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
も
の
で
、

単
位
町
内
会
の
活
動
を
対
象
と
し
て
い
な
い
。

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
は
市
の
下
請
け
組
織
か
。

・
行
政
の
仕
事
を
地
域
に
下
ろ
す
の
で
は
な
く
、
地
区
の
こ
と
を
、
地
区
住
民
が
自
ら
の
課

題
と
し
て
捉
え
、
地
区
の
中
で
考
え
て
い
く
仕
組
を
提
案
し
て
い
る
。
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